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   京都市クリーンセンター等への一般廃棄物収集運搬業者手数料の適用に関

する要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例（以下「条例」

という。）別表第１に規定する一般廃棄物収集運搬業者が市長の指定する施設に市長

の指定する方法により搬入し、処分を委託する場合の手数料（以下「一般廃棄物収

集運搬業者手数料」という。）の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。 

（市長の指定する施設） 

第２条 一般廃棄物収集運搬業者手数料に関し条例別表第１に規定する「市長の指定

する施設」とは、クリーンセンター、横大路学園、北積替所、南積替所及び旧西部

圧縮梱包施設とする。 

（市長の指定する方法） 

第３条 一般廃棄物収集運搬業者手数料に関し条例別表第１に規定する「市長の指定

する方法」とは、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

 ⑴ 市長が認めた収集運搬用の車両（以下「許可車両」という。）を使用すること。 

 ⑵ 市長が指定した各一般廃棄物収集運搬業者及び許可車両を判別するためのカ

ードを使用すること。 

 ⑶ 前条の施設ごとに市長が定める搬入回数の範囲内の搬入とすること。 

（一般廃棄物収集運搬業者手数料の納入方法） 

第４条 市長は、京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する規則（以下「規則」と

いう。）第４０条第６項の規定により別に定めることとされている一般廃棄物収集

運搬業者手数料の徴収については、１月間の搬入量の実績に基づき算定した額を翌

月に当該一般廃棄物収集運搬業者に通知するものとする。 

２ 一般廃棄物収集運搬業者は、前項の規定による通知を受けた月の末日までに一般

廃棄物収集運搬業者手数料を納入しなければならない。 

３ 前項に規定する期限までに、一般廃棄物収集運搬業者が一般廃棄物収集運搬業者

手数料の納入を怠ったときは、前２項の規定は適用しない。 

 



 

   附 則（平成１８年４月１日環境局長決定） 

 この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２６年５月１９日環境政策局長決定） 

 この要綱は、決定の日から施行し、平成２６年度の手数料から適用する。 

   附 則（平成２７年１０月１日廃棄物指導課長決定） 

 この要綱は、平成２７年１０月１日から施行する。 

   附 則（平成２９年５月１９日環境政策局長決定） 

 この要綱は、決定の日から施行し、平成２９年度の手数料から適用する。 

   附 則（平成３０年３月３０日廃棄物指導課長決定） 

 この要綱は、決定の日から施行し、平成３０年２月５日から適用する。 

   附 則（令和２年１２月２３日環境政策局長決定） 

 この要綱は、決定の日から施行する。 

   附 則（令和４年６月３０日環境政策局長決定） 

 この要綱は、令和４年７月１日から施行する。 

   附 則（令和５年３月１４日環境政策局長決定） 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

  附 則（令和７年３月３日環境政策局長決定） 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 


